
   The following text is part of a document produced by a panel that is investigating methods for 

ensuring safety when aircraft and drones share the same airspace. Please translate all of the 

Japanese text into English. The translation should be complete, accurate, and as natural as 

possible. It is not necessary to duplicate the exact formatting of the Japanese text. However, 

please identify each heading clearly, and please maintain the same paragraph structure that is 

used in the Japanese text.  

_____________________________________________________________________________ 

 

６．その他 

・機体の視認性の向上 

 航空機から無人航空機を視認することが、航空機の速度や無人航空機の大きさから困
難であること等の理由から、無人航空機の視認性を向上させるための方策について「運
用」と「機体」の２つの側面から検討を行った。 

 まず、運用については、雲や霧の影響による機体の視認性の低下を防ぐため、無人航
空機を飛行させる者は、当該無人航空機を飛行させる前に、飛行させる空域及びその周
囲の空域の気象情報を入手するとともに、十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛
行させないこととする。 

 また、機体については、ストロボ等の装備や視認性の高い塗色についても検討を行っ
たが、その効果を十分検証する必要があり、また、高輝度のストロボ等の装備について
は、バッテリーの消耗も懸念されることや高度 150m以上の飛行や夜間飛行を行う場合
には灯火を装備すること等が審査要領で求められているが、灯火の配置については基準
が設けられていないことから、平成 29 年度以降、機体の視認性を高めるための技術や
方策についての調査を実施し、その結果を踏まえ対応を図ることとする。 

 

・空港等周辺の規制強化 

 空港等周辺の規制強化については、高度な衛星測位機能等を利用して飛行禁止区域へ
の飛行が物理的にできないようにするジオ・フェンス機能の活用や、航空機との接近・
衝突を防止するためのより厳格なルール、啓蒙強化等について検討する。 

 

・航空情報の意義や役割の周知啓蒙 

 航空情報は、法第 99 条の規定により国土交通大臣が航空機乗組員に対し提供するも
のであり、無人航空機を空港等の制限表面の上空や地表又は海面から 150ｍ以上の空域
において飛行させる場合には、飛行の許可や航空情報の発行手続きが必要である。また、
航空情報は、航空機乗組員や運航管理者等が、航空機の運航に際して確認するという運
用が確立されており、航空機の航行の安全のために欠かすことができないものである。 

 一方で、無人航空機を飛行させる者の中には、飛行の許可を取得し航空情報が発行さ
れた場合には、航空機に対して自身の無人航空機の飛行が優先して認められると誤解し
ている者がいるとの指摘もあるため、航空情報の意義や役割について無人航空機を飛行
させる者等に対してホームページ等において周知啓蒙を行うこととする。 

 

７．今後の進め方 

 今回とりまとめられた基本的なルールについては、ガイドラインに盛り込むことや、
航空法に基づく審査要領を改正し許可・承認の要件とすることで運用・評価していくと
ともに、技術開発や諸外国の動向を踏まえ柔軟に見直すこととする。さらに、これらの
運用・評価の結果を踏まえ、ルールの法的位置づけを含め検討を行う。 

 また、飛行情報共有システムのあり方等について検討を行うため、引き続き検討会の
場を活用し、官民一体となって、航空機と無人航空機、無人航空機間の衝突防止のため
の取組を進めていく。 

 

 


